
医療救護活動拠点（災対健康部および災害医療コーディネーター）のグループを中心に、各業種ごとにグループを形成し、災害発生時の情報連絡等を行う。
医療救護所においては、発災直後（発災～６時間）は、医療救護活動拠点が各要員の情報を集約するが、超急性期（６～72時間）以降は、区要員グループが情報を取りまとめたうえで、医療救護活動拠点に報告ま

たは要請することとする。

災対健康部

災害医療
コーディネーター

災害時医療機関グループ
（23医療機関）

民間救急事業者グループ
（14事業者）

透析患者搬送団体グループ
（14事業者）

透析医療機関グループ
（13医療機関）

※透析患者搬送団体と重複して
いる６団体を除く。

※災害時医療機関と重複してい
る東海病院を除く。

医療救護活動拠点（1グループ）

医師会

歯科医師会

薬剤師会

柔道整復師会

区医療救護所要
員グループ

医療救護所（３グループ）

災害時における協定締結団体（5グループ）

医療従事者

医師

ボランティア

四師会（4グループ）

被害状況・ライフライン
患者の転送や受入れ

災害時医療機関等
への搬送要請

透析医療機関等
への搬送要請

被害状況・ライフライン
患者の転送や受入れ

本部の立ち上げ状況
や要員の派遣要請

医療救護所への
参集可否

医療救護所への
参集可否

歯科医師

薬剤師

柔道整復師

班長・副班長

学校要員

保健師

看護師

物品等の要請・
患者の搬送要請等
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災害時の活用

平時の活用

（１）訓練等での活用
各訓練（医療救護所訓練、衛星携帯電話通信訓練、EMIS訓練）におけるリマイ

ンド通知やLINE WORKSを織り交ぜた訓練を行う。
（２）区から関係機関への情報提供

関係機関に区の取り組みや事業、共有したい事柄の情報提供を行う。
（３）関係機関からの情報提供

各関係機関からの情報提供を区および関係機関間で共有する。
（４）その他

各関係機関へアンケートや調査を行う際に活用する。

総ID数：490

連携医療機関への
参集可否

医師31

連携医療機関

NMAT
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